
　

国
家
戦
略
特
別
区
域
法

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
七
・
九
・
二
八
法
七
四
）

附
則
一
七
条
（
平
成
二
八
・
九
・
二
七
ま
で
に
施
行
）

第
一
四
条
の
二
　
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
特
定
事
業
と
し
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
医
療
法
人
運
営
柔
軟

化
事
業
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
で
な
い

理
事
で
あ
っ
て
、
医
療
法
人
の
経
営
管
理
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
経
験

を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
理
事
長
を
選
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
法

人
の
運
営
の
柔
軟
性
を
高
め
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
を
促
進
す
る

事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
の
二
の
二
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
定
め
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ

の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、

当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
医
療
法
人
運
営
柔
軟
化
事
業
に
係
る
医
療
法
人

か
ら
医
療
法
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
が
医
療
法
人
の
運
営
の
柔
軟
性
を
高
め

適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
可
を
す
る
も
の
と
す
る
。
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